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マ
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ン
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と
は

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
は
、
平
成
27
年
10
月

か
ら
、
日
本
国
内
の
全
住
民
に
通
知
さ
れ

る
、
一
人
一
人
異
な
る
12
桁
の
番
号
の
こ

と
で
す
。
12
桁
の
番
号
は
、
住
所
地
や
生

年
月
日
な
ど
と
関
係
の
な
い
番
号
が
割
り

当
て
ら
れ
ま
す（
企
業
な
ど
の
法
人
に
は
、

13
桁
の
法
人
番
号
が
付
与
さ
れ
、
登
記
上

の
所
在
地
に
通
知
さ
れ
ま
す
）。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
国
や
地
方
公
共
団

体
な
ど
の
各
機
関
で
管
理
す
る
個
人
情
報

が
、
同
じ
人
の
情
報
で
あ
る
こ
と
を
正
確

か
つ
ス
ム
ー
ズ
に
確
認
す
る
た
め
に
活
用

さ
れ
ま
す
。

■
　
導
入
の
メ
リ
ッ
ト

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
導
入
す
る
こ
と

で
、次
の
よ
う
な
効
果
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

●
利
便
性
の
向
上
＝
年
金
や
福
祉
サ
ー
ビ

ス
な
ど
の
申
請
時
に
、添
付
書
類
が
減
り
、

行
政
手
続
き
も
簡
素
化
。
申
請
者
の
負
担

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

●
公
平・
公
正
な
社
会
の
実
現
＝
行
政
機

関
が
、
所
得
や
他
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受

給
状
況
を
把
握
し
や
す
く
な
り
、
不
正
申

請
や
不
正
受
給
の
防
止
に
役
立
て
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

●
行
政
の
効
率
化
＝
情
報
の
照
合
や
入
力

な
ど
の
時
間
を
軽
減
。
例
え
ば
、
被
災
者

台
帳
の
作
成
な
ど
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
活

用
す
る
こ
と
で
、
迅
速
な
行
政
支
援
が
可

能
に
な
り
ま
す
。

■
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
住
民
登
録
を
し
て

い
る
住
所
宛
て
に
、
10
月
か
ら
簡
易
書
留

で
通
知
さ
れ
ま
す
。
通
知
の
受
け
取
り
に

は
、
サ
イ
ン
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
郵
便

局
に
転
送
手
続
き
を
し
て
い
て
も
、
通
知

は
転
送
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
市
役
所
市
民

課
で
、
住
所
の
変
更
手
続
き
を
行
う
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

　
通
知
に
は
、
基
本
的
な
情
報
が
記
載
さ

れ
た「
通
知
カ
ー
ド
」と
公
的
な
本
人
確
認

書
類
と
し
て
使
用
で
き
る「
個
人
番
号

カ
ー
ド
」の
交
付
申
請
書
、返
信
用
封
筒
が

同
封
さ
れ
て
い
ま
す（
５
㌻
図
１
参
照
）。

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」は
、
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
顔
写
真
を
添
付
し
て
返

信
用
封
筒
で
送
付
す
る
か
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
な
ど
を
利
用
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。「
個
人
番

号
カ
ー
ド
」は
、28
年
１
月
以
降
に
、市
が

指
定
す
る
窓
口
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す（
下
の
申
請
・
交
付
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

を
参
照
）。

■
　
こ
ん
な
場
面
で
必
要
に

　
28
年
１
月
か
ら
、
社
会
保
障
、
税
、
災

害
対
策
の
手
続
き
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

記
載
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
税
の
手
続
き
で
は
、
証
券
会
社
、
保
険

会
社
な
ど
の
金
融
機
関
か
ら
も
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

　
事
業
主
は
、
従
業
員
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
提
示
を
受
け
て
、
税
や
社
会
保
険
の
手

続
き
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
事

前
の
準
備
を
忘
れ
ず
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
一
生
使
う
も
の
で

す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
漏
え
い
し
て
、
不

正
に
使
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
を
除
い

て
、
番
号
は
一
生
変
更
さ
れ
ま
せ
ん
。
大

切
に
管
理
し
て
く
だ
さ
い
。

10
月
か
ら
通
知
開
始

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
始
ま
り
ま
す

　
平
成
25
年
５
月
に「
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
」が
交
付
さ
れ
、10
月
か
ら
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
通
知
さ
れ
ま
す
。
今
月
号
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

マイナンバー制度に関する問い合わせ
■マイナンバーコールセンター【全国共
通ナビダイヤル（有料）】
☎05７0-２0-01７8
●受付時間　午前９時半から午後５時

半まで（土・日曜日、祝日、
年末年始を除く）

■市への問い合わせ先

▶「通知カード」と「個人番号カード」に
ついて
　市民課戸籍住民係
　☎７4-２111（内線106２、1064）
▶マイナンバー制度全般について
　市長公室情報統計係
　☎７4-２4２７（直通）
●受付時間　平日の午前８時半から午

後５時15分まで

通知カード

個人番号カード
交付申請書

申請・交付スケジュール

平成27年10月

マイナンバーの付番

平成27年10月～12月

マイナンバーの通知とともに、
「個人番号カード交付申請書」を
全国民に郵送

各市町村から、交付準備が
できた旨の通知書を送付。
市役所窓口に来庁してもらい
本人確認の上、交付

平成28年１月～

◇氏名、住所などは印刷済。
写真添付、署名または捺印し、
返信するだけで申請完了

◇交付手数料は無料
◇企業では、交付申請書を取りまとめる
方式など、多様な交付方法を用意

マイナンバー制度
マスコットキャラクター
「マイナちゃん」

図１　マイナンバーが記載された「通知カード」と「個人番号カード」の交付申請書
※図はイメージです。実際の通知とは、内容が一部変更となる場合があります。

個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

　マイナンバーを通知するため、次に該当する人は、居所情報の
登録申請が必要となります。
•東日本大震災の被災者で、住所地以外の居所に避難している人
•ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）やストーカー行為、児童虐

待などの被害者で、住所地以外の居所に移動している人
•一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所している人
　該当する人は、９月25日㈮までに、住民票のある住所地の市区
町村の「通知カード」担当課に、次の全ての書類を持参または郵送
してください（郵送の場合、本人確認書類はコピーを添付）。
■必要な書類
❶通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書
❷居所を証明する書類（賃貸契約書、権利書、入院・入所を証明す

る書類、本人名義の公共料金の領収書など）
❸本人確認書類（運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台

帳カード、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉
手帳など）

※代理人が申請することも可能です。代理人が申請する場合、上
記の必要書類に加えて、代理権を証明する書類（委任状など）と
代理人の本人確認書類が必要となります。

やむを得ない理由で住所地以外に住んでいる人は
居所情報の登録申請が必要です
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